
船橋市空家等対策計画（令和３年度～令和１２年度）中間見直し（案）に対する意見募集後の修正案 

ページ 意見募集後 意見募集前 

３８ ２－１２ 適正管理・除却への支援など、空家等対策に資す
る施策や手法の研究 

２－１２ 適正管理・除却への支援など、空家等対策に資す
る施策や手法の研究 

 空家等の管理や除却、除却後の税負担等への支援など、所
有者等が空家等を管理する上で感じている課題解決を支援
する施策を研究します。 

空家等の管理や除却への支援施策など、所有者等が空家等
を管理する上で感じている課題解決を支援する施策を研究
します。 

３９ ３－２ 特定空家等に対する措置の実施 
（本文省略） 

 

３－２ 特定空家等に対する措置の実施 
（本文省略） 

 

４１ （３）空家等対策における措置の基本的な流れ 

 

（３）空家等対策における措置の基本的な流れ 

 

資料３ 

空家法

空家法第9条

代執行

空家法
第22条第3項

空家法
第22条第9項

空家法
第22条第2項

空家法
第22条第1項

空家等の
実態調査

特定空家等
として認定

助言・指導 勧告 命令

第22条第11項

緊急代執行

固定資産税・都市計画税の

住宅用地特例からの除外
費用は所有者等負担

所有者全員の特定

特定空家等の候補として立入調査の実施

災害その他非常の場合において必要な措置を取る必要があると

認めるときで命令手続を行ういとまがないとき

費用は所有者等負担

代執行

法第9条 法第22条第1項 法第22条第2項 法第22条第3項 法第22条第9項

空家等の
実態調査

特定空家等
として認定

助言・指導 勧告 命令

固定資産税・都市計画税の

住宅用地特例からの除外
費用は所有者等負担

所有者全員の特定

特定空家等の候補として立入調査の実施

　命令（空家法第22条第３項）
　※標識の設置・命令した旨の公示

緊急代執行（空家法第22条第11項）
※費用は所有者等負担、強制徴収可

　代執行（空家法第22条第９項）
　※費用は所有者等負担、強制徴収可 財産管理人の選任

空家等の実態調査（空家法第９条）
※所有者等の特定、所有者等の事情の把握、特定空家等認定準備など

特定空家等として認定 　管理不全空家等として認定

　助言・指導（空家法第22条第１項） 　指導（空家法第13条第１項）

　勧告（空家法第22条第２項）
　※固定資産税・都市計画税の
　　住宅用地特例からの除外

　勧告（空家法第13条第２項）
　※固定資産税・都市計画税の
　　住宅用地特例からの除外

市民等からの情報提供

空家等の現地確認

空家等が管理不全の状態であると認められる場合

適切な管理の依頼・情報提供（空家法第12条）

所有者等が判明している

所有者等が不明

所有者等の反応なし 所有者等が判明

特に必要があると認めるとき

危険度や切迫性が極めて高い

改善されないと認めるとき

命令された措置を履行しないとき

危険度や切迫性が高い
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改善されないと認めるとき

所有者等が不明

災害時等で措置の必要があり

命令を行ういとまがないとき


